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１ 選挙管理委員会事務局 
 

 

 

  



 

Ⅰ 概要 

 
１．局長 

 

三重野 雅文 

２．局の職員数 

 

９人（令和５年４月 20日現在） 

３．令和５年度予算の概要 

（１）一般会計 予算 （単位：千円）  

歳入 歳出 

款 金額 款 金額 

18 国庫支出金 8,445 ２ 総務費 733,450 

19 県支出金 176,373   

24 諸収入 11,056   

歳入合計 195,874 歳出合計 733,450 
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Ⅱ 組織と事務分掌 

市選挙管理委員会事務局 

⑴ 選挙管理委員会の庶務に関すること。 

⑵ 選挙の啓発に関すること。 

⑶ 公職選挙法に基づく選挙人名簿の調製、選挙事務の管理執行に関すること。 

⑷ 最高裁判所裁判官国民審査法に基づく審査事務に関すること。 

⑸ 地方自治法に基づく直接請求に関する事務の執行に関すること。 

⑹ 日本国憲法の改正手続に関する法律に基づき選挙管理委員会が行う事務に関す

ること。 

⑺ 法令により選挙管理委員会が管理執行する選挙に関する事務（財産区議会）に

関すること。 

区選挙管理委員会事務局 

⑴ 選挙管理委員会の庶務に関すること。 

⑵ 選挙常時啓発の推進に関すること。 

⑶ 公職選挙法に基づく選挙人名簿の調製、選挙事務の執行、明るい選挙の推進に

関すること。 

⑷ 最高裁判所裁判官国民審査法に基づく審査事務に関すること。 

⑸ 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律に基づく裁判員候補者予定者及び検察

審査会法に基づく検察審査員候補者の選定の事務に関すること。 

⑹ 地方自治法に基づく直接請求に関する事務の執行に関すること。 

⑺ 日本国憲法の改正手続に関する法律に基づき選挙管理委員会が行う事務に関す

ること。 

⑻ 法令により選挙管理委員会が管理執行する選挙に関する事務（財産区議会）に

関すること。  

 

 
 

Ⅲ 事業の概要 

民主政治の健全な発展を図るため、法令の定めるところにより各種選挙を管理執行

するとともに、各種選挙人名簿の調製等を行うほか、住民の政治意識の向上を図るた

め、選挙に必要な知識・情報等の周知に努める｡ 

特に、令和５年度は神戸市議会議員選挙、兵庫県議会議員選挙及び魚崎財産区議会

議員選挙を管理執行する。 
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２ 人事委員会事務局 
 

 

 

 

  



 

Ⅰ 概要 

 
１．局長 

 

清家 久樹 

２．局の職員数 

 

16人（令和５年４月 20日現在） 

３．令和５年度予算の概要 

（１）一般会計 予算 （単位：千円）  

歳入 歳出 

款 金額 款 金額 

 ― ２ 総務費  232,174 

歳入合計 ― 歳出合計 232,174 
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Ⅱ 組織と事務分掌 

人事委員会事務局 

  調査課   

⑴ 事務局の庶務に関すること。 

⑵ 委員会の議事に関すること。 

⑶ 人事に関する統計報告の作成に関すること。 

⑷ 給与、勤務時間その他の勤務条件の調査、研究及び立案に関すること。

⑸ 厚生福利制度の調査、研究及び立案に関すること。 

⑹ 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告に関する

こと。 

⑺ 給与支払の監理に関すること。 

⑻ 勤務条件に関する措置の要求の審理に関すること。 

⑼ 不利益処分に関する審査請求の審査に関すること。 

⑽ 職員の苦情処理に関すること。 

⑾ 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査に関すること。 

⑿ 職員団体の登録に関すること。 

⒀ 労働基準監督機関の職権行使に関すること。 

⒁ 退職手当の支給制限等の処分に関する審査に関すること。 

⒂ 退職管理に関すること。 

⒃ 他課の主管に属しないこと。  

  任用課   

⑴ 人事記録の管理に関すること。 

⑵ 研修及び人事評価の調査、研究及び立案に関すること。 

⑶ 競争試験（選考考査を含む。）に関すること。 

⑷ 職員の選考及びその他任用に関すること。 

 

 

Ⅲ 事業の概要 

公正かつ能率的な人事行政の運営を確保するため、公平審査（措置要求・審査

請求）、職員の苦情処理、労働基準監督、給与に関する調査・報告及び勧告、職員

の採用試験・選考、職員の昇任選考等を行う。 
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３ 監査事務局 



Ⅰ 概要 

１．局長 浜本 泰幸 

２．局の職員数 22人（令和５年４月 20日現在） 

３．令和５年度予算の概要 

（１）一般会計 予算 （単位：千円） 

歳入 歳出 

款 金額 款 金額 

― ２ 総務費 298,226 

歳入合計 ― 歳出合計 298,226 
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Ⅱ 組織と事務分掌 

監査事務局

第１課 

第２課 

第３課 

⑴ 局の庶務及び局内事務の連絡調整（第１課所管）に関すること。

⑵ 諸会議（第１課所管）に関すること。

⑶ 兵庫県都市監査委員会に関すること。

⑷ 財務監査(事務及び工事その他技術等)に関すること。

⑸ 行政監査に関すること。

⑹ 財政援助団体等の監査(事務及び工事その他技術等)に関すること。

⑺ 決算審査及び基金運用状況審査に関すること。

⑻ 健全化判断比率等審査に関すること。

⑼ 内部統制評価報告書審査に関すること。

⑽ 現金出納検査に関すること。

⑾ 住民監査請求その他の監査に関すること。

⑿ 外部監査人の監査に関すること。

Ⅲ 事業の概要 

 地方自治法、地方公営企業法及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に

基づき、定期監査及び行政監査、財政援助団体等の監査、決算審査及び基金運用状況審

査、健全化判断比率等審査、内部統制評価報告書審査、出納検査並びに外部監査等に係

る事務を実施する。監査等にあたっては、事務事業が適正かつ効率的に行われているか

を主眼として実施する。 
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